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令和３年 12 月９日 

都道府県医師会 

感染症危機管理担当理事 殿 

 

             日本医師会感染症危機管理対策室長 

                       釜 萢  敏 

 

 

予防接種法施行規則の一部を改正する省令の公布について  

 

今般、厚生労働省より各都道府県知事等宛て標記の通知がなされ、本会

に対しても情報提供がありましたのでご連絡申し上げます。 

本改正は、現在、紙で発行している予防接種証明書について、申請者に

対して、電子交付する規定を創設するものです。併せて、海外渡航その他

の事情による申請に限定せず、予防接種証明書を発行できることとされて

おります 。 

なお、本改正は令和３年 12 月 20 日（月）より施行されます。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、郡市

区医師会及び関係医療機関に対する周知方についてご高配のほどお願い申

し上げます。 

 

（参考） 

新型コロナワクチン接種証明書発行手続 第４回自治体向け説明会 資料（令和３年 11 月 24 日（水）） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22401.html 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22401.html


 

 

 

健 発 1 2 0 8 第 ２ 号 

令 和 ３ 年 1 2 月 ８ 日 

 

 

 公益社団法人日本医師会長 殿 

 

 

厚生労働省健康局長 

（  公  印  省  略  ） 

 

 

    予防接種法施行規則の一部を改正する省令の公布について 

 

予防接種法施行規則の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第 190号）が本日、

別紙のとおり公布され、本年 12月 20日（月）に施行されます。 

別添写しのとおり、各地方公共団体に周知いたしましたので、お知らせいたします。 

 



○写  

 

健 発 1 2 0 8 第 １ 号 

令 和 ３ 年 1 2 月 ８ 日 

 

都道府県知事 

各  市 町 村 長   殿 

  特 別 区 長  

 

厚生労働省健康局長 

（  公  印  省  略  ） 

 

 

予防接種法施行規則の一部を改正する省令の公布について 

 

予防接種法施行規則の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第 190号）が本日、

別紙のとおり公布されました。改正省令の内容は下記のとおりですので、貴職におかれま

してはこれを十分御了知の上、関係機関等に周知をお願いいたします。 

 

第一 改正の概要 

・ 現在、紙で発行している予防接種証明書について、申請者に対して、電子情報処理組

織を使用して電子交付する規定を創設する。 

・ 予防接種証明書の電子交付の実現に伴い、同証明書を活用する際の利便性を向上させ

るため、海外渡航その他の事情による申請に限定せず、予防接種証明書を発行すること

とする。 

 

 

第二 施行期日 

 令和３年 12月 20日（月） 
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